
論文申請者 主指導教員
または主査 副専攻長 ６月 ９月 １２月 ３月

-
早期修了
　　・　分野内で審議のうえ、「早期修了申請書」を大学院係へ提出

● ● ● ２月２８日（火） ５月３１日（水） ８月３１日（木） １１月３０日（木）

①
②
③
④
⑤-1

予備調査会
　　・　論文申請者は主指導教員へ審査を受ける意思表示をする
　　・　主指導教員は専攻長等へ「予備調査会設置申請書」を提出
　　・　専攻長等は予備調査会を編成する
　　・　予備調査会の主査は予備調査会を開催する
　　・　学位審査に値すると判断した場合、論文申請者へ
　　　　「学位論文審査願」の提出を示唆する

● ● ● 分野による 分野による 分野による 分野による

⑤-2 「論文内容の要旨」を大学院係へメールで提出 ●

⑤-3 「学位論文調査会委員候補者推薦書」を大学院係へメールで提出 ●

⑥

「学位論文審査願」等を大学院係へ提出
　≪提出書類≫
　　　「学位論文審査願」・「論文要旨」・「論文目録」・「履歴書」
　　　「博士論文のインターネット公表確認書」

● ●

⑦ 学長に審査申請 ４月上旬 ７月上旬 １０月上旬 １月上旬

⑧ 学長から審査付託 ４月中旬 ７月中旬 １０月中旬 １月中旬

⑨
教授会
　　・　論文受理を採決
　　・　学位論文調査会及び学位論文審査委員会の設置を決定

●
（説明）

４月２６日（水） ７月１９日（水） １０月２５日（水） １月２４日（水）

- 公聴会の掲示期間　（教授会承認後１週間） ●
４月教授会後

｜
５月　３日（水・祝）

７月教授会後
｜

７月２６日（水）

１０月教授会後
｜

１１月　１日（水）

１月教授会後
｜

１月３１日（水）

⑩、⑪
学位論文調査会／公聴会／学位論文審査委員会
　（注意）　公聴会は１週間の掲示期間を確保した後に実施すること

● ● ●
４月教授会後

｜
５月１５日（月）

７月教授会後
｜

８月　８日（火）

１０月教授会後
｜

１１月１３日（月）

１月教授会後
｜

２月１４日（水）

⑩-1 「学位論文調査結果報告書」を大学院係へ提出 ●
学位論文調査会
終了後

学位論文調査会
終了後

学位論文調査会
終了後

学位論文調査会
終了後

⑫
「学位論文審査結果報告書」及び「学位論文審査結果の要旨」を
大学院係へ提出

●

- 「学位記授与に関する調査」を大学院係へメールで提出 ●

⑬
教授会
　　・　論文審査委員会の結果を確認し，学位授与を採決

５月２４日（水） ８月２３日（水） １１月２２日（水） ２月２８日（水）

⑭ 学長に審査結果を報告 ５月教授会後 ８月教授会後 １１月教授会後 ２月教授会後

-
教授会
　　・　課程修了者の認定

６月２８日（水） ９月２０日（水） １２月２０日（水） ３月中旬

- 学長に学位授与を申請 ６月教授会後 ９月教授会後 １２月教授会後 ３月教授会後

⑮ 学位授与 ● ● ６月３０日（金）
授与式は９月合同開催

９月２５日（月） １２月２７日（水）
授与式は３月合同開催

３月２５日（月）

-

次の書類等を大学院係へ提出
　　　・　「学術機関リポジトリ登録申請書（公開許諾書）」
　　　・　学位論文データ（PDF を収めたDVD or CD-ROM）

● ●

-
「博士論文の内容の要旨及び審査結果の要旨」を大学院係へ
メールで提出

●

工学府 博士の学位授与に関する日程　（令和５年度授与分） 　

プロセス図 事     項
対応者 学位を授与する月

３月３１日（金） ６月２３日（金） ９月２９日（金） １２月２５日（月）

５月１５日（月） ８月　８日（火） １１月１３日（月） ２月１４日（水）

「学術機関リポジトリ登録申請書（公開許諾書）」　には、本人及び主査のサインが必要で
す。修了後はサイン手配に苦慮されるケースが増えておりますので、論文公開時期に指
定がない場合、学位授与日までに提出くださいますようお願いいたします。提出が難しい
場合は、大学院係へ事前にご連絡ください。

【注 意】 （１）学外審査員を依頼する場合
・ 旅費及び謝金の措置について、予算の範囲内で調整いたします。（論文審査１件につき、30,000円）
・ 依頼予定がある場合、大学院係へ連絡願います。

（２）公聴会について
・ 公開性を担保してください。

・ Zoom等の遠隔システムを用いて実施する場合は、
①工学部ホームページで公聴会の開催日時を公開する、②学外の聴講希望者は大学院係へ聴講申込み、

③主査または大学院係から聴講希望者へミーティングID等を配布 の対応としますので、よろしくお願いいたします。



工学府 博士学位申請のプロセス 

  学   長   

                                        ↑    ↓ 

                                      ⑦審査申請 ⑧審査付託 

           ⑥「学位論文審査願」等を提出（提出先：大学院係）     ↑    ↓ 

 申 請 者                                 工 学 府 長  

① 論文審査を受ける意思表示をする

 主指導教員                                ⑬ 学位論文審査委員会の審査結果を確認し、学位授与を採決 

工学府教授会

②「予備調査会設置申請書」を提出             ⑨ 論文受理、学位論文調査会及び学位論文審査委員会の設置を決定 

 副 専 攻 長  

                              ⑩学位論文調査会

③ 予備調査会を編成 

④予備調査会

                             ⑪学位論文審査委員会・構 成：工学府 Dマル合教員 3名以上、 

異コース教育職員等 1名以上 

・業 務：申請者と密接な諮問を行い、論文内容の修正や 

改善等適切な指示を与え、論文内容が学位審査に 

値するか慎重に審査する。

・構 成：工学府 Dマル合教員 3名以上、異コース教育職員等 1名以上 

・業 務：論文の調査及び最終試験（論文博士の場合、学力の確認） 

⑩-1 終了後、主査は「学位論文調査結果報告書」を、大学院係へ提出する 

⑤-1 

提出を示唆 

・構 成：原則として、申請者が所属する（論文博士の場合、審査を受け

ようとする）主専門コースの研究指導を担当する Dマル合教員 

・業 務：論文調査の結果及び最終試験（論文博士の場合、学力の確認） 

     の結果を審議し、合否を判定する。 
【終 了 後】 

⑤-2 予備調査会の主査は「論文内容の要旨」を大学院係へ提出する 

⑤-3 副専攻長は「学位論文調査会委員候補者推薦書」作成し、 

大学院係へ提出する 

【終 了 後】 

⑫ 副専攻長は「学位論文審査結果報告書」に 

「学位論文審査結果の要旨」を添えて、大学院係へ提出する 

⑭審査結果を報告 

⑮ 学位授与 


